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１ 監査の対象  
   総務部に係る財務に関する事務の執行状態並びに事業の管理状態について監

査を実施。 
 
 
２ 監査基準日・監査の範囲  
   平成２１年８月３１日現在の財務及び事務に関すること 
 
 
３ 監査の実施日 

総務部 総務課    平成２１年１０月７日 午前９時から 

    〃   管財課    平成２１年１０月７日 午前１１時から 

    〃 税務課    平成２１年１０月７日 午後１時３０分から 

    〃 収税課    平成２１年１０月７日 午後１時３０分から 

 
 
４ 監査の方法 
   監査の対象となった一般会計の下記項目について、総務部から提出された資料

に基づき説明聴取を行うとともに、関係帳簿、証憑書類の突合及び計算突合等に

より関係諸記録を相互に付き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめた。 
    １「平成２０年度定期監査指摘要望事項措置状況報告書」 

２「職員の事務分掌表」 

３「主要事務事業の概要」 

４－①「懸案事項及び業務に関する問題点」 

４－②「指定事項調書」 

 【総務課】 

① 指定管理制度における市と指定管理者の施設等の修繕費の負担割合

の状況について（協定書のとおり運用がされているか） 

② 職員人件費の状況について（職種・階級別） 

③ 防災無線デジタル統合の進捗状況について 

④ 指定避難場所である学校以外の公共施設及び各庁舎の耐震化の状況 

⑤ 市が保有するＡＥＤのメンテナンス状況 

 【管財課】 

① 平成２１年度の入札結果（件数、落札率等）の状況について 

② 平成２１年度の入札結果のうち１社応札（件数、取扱方法）の状況

について 

③ 未使用施設の利用計画について 

④ 土地開発基金で購入した土地の活用方法と買い戻しの状況について 

⑤ 工事検査の方法と成績採点表の作成方法について 

 【税務課】 
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  ① 法人市民税の eＬＴＡＸの申請利用状況（申請件数等）について 

  ② たばこ販売業者組合補助金の指導状況について（適切な指導） 

 【収税課】 

  ① 市税等の収納対策及びコンビニ収納、インターネット公売等の状況

（件数、売上等）について 

５－①「委託契約（一般委託）（予定）調書」 

５－②「委託契約（工事関連委託）（予定）調書」 

６「負担金補助及び交付金支出（予定）状況調書」 

７「工事請負実施（予定）調書」 

８「公有財産購入に関する調書」 

９「歳入状況調書」 

10「歳出状況調書」 

13「賃貸借に関する調書」 

16「郵便切手受払状況」 

 
 
５ 監査の着眼点 
  監査にあたり次の点に着眼し監査を行った。 

・ 事務事業が法、条例規則等に則り適正に行われているか。 
・ 住民サービス向上の観点から、現行の事務事業が適正なものか否か。 
・ 歳入歳出予算の執行が適切に行われているか。 
・ 契約事務の手続は適切か。 

 
 
６ 監査の結果 
（１）予算・財務に関する事務 
   平成２１年８月３１日現在における総務部から提出された一般会計歳入歳

出状況調書の金額は、監査の結果関係帳簿等の記載金額と一致し適正に執行さ

れていた。郵便切手等については、総務課、税務課、収税課において所有して

いるが、保管枚数と受払簿に間違いはなく、適正に管理されていたが切手受払

簿の確認印が無いところがあったので、確認印は必ず押しておくこと。つり銭

については、税務課、収税課において所有しているが、つり銭金額は間違いな

く適正に管理されていた。支出伝票関係については、検査の結果適正に処理さ

れていた。 
 
（２）事務・事業の執行状況 
   総務部に係る主な事務事業の執行については、良好であると認められる。 
   なお、監査において気がついた点を後述するので、今後適切な措置を講じら

れたい。 
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７ 指摘・要望事項 

①防災無線のデジタル化については、緊急時に 大限に有

効活用されるように、運用の検討をすること。 

総務課 
事務

事業 
②職員休暇取得状況について、長期休暇の職員が若干では

あるが増加している。欠員が出ることは住民サービスの

低下に繋がるので、身体面・精神面等職員の健康管理に

ついては十分注意をすること。 

①公用車のリース契約については、年度をまたいでの契約

があるが、年度契約で執行されたい。 

管財課 
事務

事業 ②市の未利用施設の台帳整備を早急にして、今後空きスペ

ースが発生した場合には、速やかに貸付をして空きスペー

スの有効利用を図ること。 

①たばこ組合の補助金については、たばこ税の減収、非組

合員等のことも考慮し、公平性の観点から補助金の見直

し等を行い、適正な補助額になるようにすること。 

②申告時期になると大勢の申告者が本庁、支所に来庁し混

雑が予想されるので、電子申請等の推進、人員配置の検

討を行い、来庁者の待ち時間の短縮に努めること。 

税務課 
事務

事業 

③法人住民税の電子申告（eLTAX）を推進し、事務量の軽

減に努めること。 

①山梨県地方税滞納整理推進機構が平成２２年度で終了

する予定であるが、引き続きこの滞納整理推進機構が存

続できるように県と協議をすること。 
収税課 

事務

事業 ②悪質滞納者については、公平性な観点からも、財産の差

押等の厳正な滞納処分を行い、徴収率の向上に努めるこ

と。 
 
 
 
８ 前年度定期監査指摘要望事項に対する対応措置について 
  平成２０年度定期監査において指摘された事項については、以下のとおりその対

応措置が示された。 
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【総務課】 
《指摘要望事項①》 
  消防団の再編については、地域の協力を得ながら、なお一層の推進を図られたい。 
《対応措置の内容》 
  昨年度から一宮分団で２件の統合への協議が進み、今年4月と5月にそれぞれ統合となった。

現在 7 分団 96 部の構成となっている。御坂・一宮・境川・芦川分団は部数が多く、規模の格差

があり、引き続き統合を進める。消防力の格差を生じないよう消防施設の効率的な配備を行な

っていくことなど、統合について理解をしていただきながら、行政区や消防団員の相互の協力

をいただきながら統合を進めていきます。 
《指摘要望事項②》 
  指定管理者制度における市と指定管理者の施設等の修繕費の負担割合については、総合的に

検討すること。 
《対応措置の内容》 
  指定管理者を導入する施設の修繕や改修は、指定管理者が正当な管理のもと発生した老朽化

等に伴う修繕は、本来ならば施設の所有者たる自治体の責任領域として行なうことが制度の原

則であります。ただし、初期対応の迅速性、管理運営の効率性、財政状況等を鑑み、軽微な修

繕に限って指定管理者に負担を求めるという方法が、全国的に見ても通例であり本市において

もこの考え方を基本としています。このように「軽微な修繕に当たる指定管理者負担の上限を

定める。」という手法は、指定管理者制度の基本原則にかかる部分であり、市としてこの方法を

改める必要はないと考えています。重要なことは、いかにそれぞれの施設に見合った上限額を

設定できるかに尽きると考えますが、平成20年4月に作成した指定管理者制度の指針に基づき、

軽微な修繕に当たる指定管理者の負担上限額について、施設の規模、性質、耐用年数過去の実

績などを総合的に勘案して設定するよう各課に指導を行っているところであります。 
《指摘要望事項③》 
  食料費の支出について、請求書に人数、単価の記載があるか確認を行うこと。 
《対応措置の内容》 
  請求書の記載については、人数、単価の記入の確認を行なっていく。記入のないものについ

ては説明をうけるようにします。 
《指摘要望事項④》 
  伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 
  部長、副市長、市長がそれぞれ日付入りの決裁印を使用している。課長の決裁分については、

課長の決裁後、担当者に戻して記入漏れを確認している。 
《指摘要望事項⑤》 
  水道管との接続工事に関し、関係書類が作成されていないことから、水道課との協議、施工

に関する書類を整備すること。（境川町石橋地区耐震貯水槽設置工事指摘事項） 
《対応措置の内容》 
  公営企業部水道課との給水施工について、書類の整備は協議を行なった記録を図面、工事写

真、日誌とともに書類として残すようにしていきます。 
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【管財課】 
《指摘要望事項①》 
  合併前に取得した基金財産のあり方、既に事業化された土地の買い戻し等について庁内で検

討し、方向性を明確に示し実行すること。また、今後の運用については、土地開発基金運用規

程に基づく適正な処理を行うこと。 
《対応措置の内容》 
  各関係課に対して財産の引渡しが完了した土地についての買戻しを積極的に働きかけて行く。

土地開発基金運用規定に基づき関係課へ基金財産の引渡しが終了した場合は、速やかに引渡価

格を決定し、引渡財産代金の納入を依頼する。 
《指摘要望事項②》 
  市の未利用施設についての利用計画を作成すること。 
《対応措置の内容》 
  現在支所の空きスペースの中で一宮支所 3 階を笛吹きらめきテレビ㈱、八代支所 1 階を笛吹

市社会福祉協議会、境川支所 2 階を甲府・峡東地域ゴミ処理施設事務組合との間で笛吹市公有

財産管理規則に基づき賃貸契約を結び活用されています。また、その他公共施設の空きスペー

スについても、施設を管理する担当課が使用内容を判断し貸付けしています。今後も空きスペ

ースが発生した場合は、申請者の使用目的を検討し貸付けを進めたいと考えます。なお、庁内

関係課において検討会を立ち上げ、既存公共施設の老朽化等施設状況、利用状況、類似施設間

の比較検討を行い、今後の施設再利用、施設廃止等を進めて行きたいと思います。本年度これ

らの基礎資料となる公有財産台帳システム構築業務を実施します。 
《指摘要望事項③》 
  伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 
  今後、課長決裁の折、決裁日を記入します。 
 
【税務課】 
《指摘要望事項①》 
  地方税の電子申告（eLTAX）への取り組みを推進されたい。 
《対応措置の内容》 
  平成 21 年 1 月、年金支払報告書が社会保険庁などから電子申告されるに伴い地方税電子化協

議会が運用しています eLTAX に加入し、3 月 23 日から法人住民税、給与支払報告書及び固定

資産税（償却資産）の申告が行えるようになりました。 
《指摘要望事項②》 
  コンビニ収納については、市民にわかりやすく広報されたい。 
《対応措置の内容》 
  周知につきましては、広報、ホームページに掲載すると共に 4 月にチラシを作成し全戸配布

を行いました。また、納付書の中にお知らせ文を同封し啓発を図りました。 
《指摘要望事項③》 
  青色申告会への補助については、内容の精査を行うこと。 
《対応措置の内容》 
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  平成 21 年度に旧町村単位でありました青色申告会が、笛吹市青色申告会に統合されこと

に伴い、新たに補助金等交付団体の認定を取得しました。補助金交付団体の認定に当って

の事業の内容について役員さんから活動状況を聞取りました。（設立総会資料参照） 
《指摘要望事項④》 
  伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 
  伝票への決裁日記入は以前からの指摘事項であり、会計課提出時に決裁日の記入漏れがない

か確認するように、周知徹底を図っています。 
 
【収税課】 
《指摘要望事項①》 
  税源移譲により収納率の向上は市の財源確保に直結することから、より一層の収納率向上に

努力されたい。 
《対応措置の内容》 
  徴収率向上のため次の取り組みをしています。 
  ・現年度課税分の徴収強化 
  ・悪質滞納者への厳正な滞納処分の強化 
  ・無財産、生活困窮者、所在不明者等への調査・執行停止処分 
  ・県及び県内市町村との不動産共同公売の実施 
  ・動産・自動車の差押とインターネット公売の実施 
  ・「山梨県地方税滞納整理推進機構」への職員派遣 
  ・徴収強化月間の実施 
《指摘要望事項②》 
  委託業務契約について、事業名称と契約名称が異なるものがあったので、名称の統一を図る

こと。 
《対応措置の内容》 
  課員に徹底し実施済です。 
《指摘要望事項③》 
  伝票に決済日が記入されていないものが多いので、必ず記入すること。 
《対応措置の内容》 
  課員に徹底し実施済です。 
《指摘要望事項④》 
  決済印のもれがないよう注意すること。 
《対応措置の内容》 
  課員に徹底し実施済です。 
 
９ 指定事項の回答について 
  本監査において、監査委員が指定した事項（指定事項調書）については、その現

状及び今後の方針が以下のとおり回答された。 
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【総務課】 
《指定事項①》 
  指定管理者制度における市と指定管理者の施設等の修繕費の負担割合の状況について（協定

書のとおり運用がされているか） 
《現状及び今後の方針》 
  平成 20 年度に作成した指定管理者制度指針に基づき、施設ごとに定められている負担割合に

よる運用を進めています。負担割合の限度額に近い金額の場合には、市と指定管理者双方で協

定内容を確認しながら協定どおりに運用していくように徹底をしていきます。 
《指定事項②》 
  職員人件費の状況について（職種・階級別）（別添総務課資料①参照） 
《現状及び今後の方針》 
  総務課が提出した資料に基づき説明を受けた。 
《指定事項③》 
  防災無線整備に関し、地区やＪＡへの影響について 
《現状及び今後の方針》 
  防災無線デジタル統合工事に伴い、防災無線システムと行政区放送システムは分離する。現

在使用しているアナログ無線の設備を行政区放送で使用しているものについては、行政区に管

理運用を任せ活用してもらうように協議をしていく。ＪＡの放送については運用方法や費用負

担などを、防災無線デジタル化後の放送について協議していく。 
《指定事項④》 
  防災無線デジタル統合の進捗状況について 
《現状及び今後の方針》 
  平成 21 年 7 月 30 日に入札、議会の承認を得て、日本電気㈱甲府支店と 9 月 9 日契約を締結。

現在、資機材保管場所などの打合せを始めているところです。3 年間に渡る工事なので、スケ

ジュールに沿って工事が進むように管理を行なっていきます。 
《指定事項⑤》 
  指定避難場所である学校以外の公共施設及び各庁舎の耐震化の状況について 
《現状及び今後の方針》 
  昭和56年以前に建築された施設で未診断の地区公民館4施設については担当課と地区での対

応をお願いする。また、本庁舎は今年耐震診断を行なっている。境川支所庁舎及び春日居支所

庁舎については管財課の対応となるが、現在計画されてない。他の施設については昭和 56 年以

降の建築です。 
《指定事項⑥》 
  市が保有するＡＥＤのメンテナンス状況について 
《現状及び今後の方針》 
  市で保有しているＡＥＤは、本庁、支所等に設置しているすべてを保健福祉部が管理してお

り、機種ごとに定められている部品の交換時期に併せて、健康づくり課職員がメンテナンスを

行なっている。 
 
【管財課】 
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《指定事項①》 
  平成 21 年度の入札結果（件数、落札率等）の状況について 
《現状及び今後の方針》 
  建設工事 73 件（うち総合評価落札方式 8 件）、落札率 91.9%（総合評価落札方式は 93.4%）、

委託 27 件、落札率 67.2%、物品・役務 21 件、落札率 66.4%となっている。 
《指定事項②》 
  平成 21 年度の入札結果のうち 1 社応札（件数、取扱方針）の状況について 
《現状及び今後の方針》 
  2 件（建設工事）があり、取扱方針としては、一般競争入札の通説である競争の結果とみな

し有効としており、一般競争入札共通説明書に記載している。指名競争入札の場合は当該入札

を中止して、当該 1 社を残した上で他を指名替え等の方法により新たに入札を行う。 
《指定事項③》 
  未使用施設の利用計画について 
《現状及び今後の方針》 
  現在支所の空きスペースの中で一宮支所 3 階を笛吹きらめきテレビ㈱、八代支所 1 階を笛吹

市社会福祉協議会、境川支所 2 階を甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合との間で笛吹市公有

財産管理規則に基づき賃貸契約を結び活用されています。また、その他公共施設の空きスペー

スについても、施設を管理する担当課が使用内容を判断し貸付を進めたいと考えます。なお、

庁舎関係課において検討会を立ち上げ、既存公共施設の老朽化等施設状況、利用状況、類似施

設間の比較検討を行い、今後の施設再利用、施設廃止等を進めて行きたいと思います。本年度

これらの基礎資料となる公有財産台帳システム構築業務を実施します。 
《指定事項④》 
  土地開発基金で購入した土地の活用方法と買い戻しの状況について 
《現状及び今後の方針》 
  関係各課に対して財産の引渡しが完了した土地についての買戻しを積極的に働きかけて行く。

土地開発基金運用規定に基づき関係課への基金財産の引渡しが終了した場合は、速やかに引渡

価格を決定し、引渡財産代金の納入を依頼する。 
《指定事項⑤》 
  工事検査の方法と成績採点表の作成方法について 
《現状及び今後の方針》 
 （工事検査） 
  工事の完成にともない、担当部署から依頼を受けたものに対し、完成検査を行っている。契

約書、仕様書及び設計書その他の関係書類の確認ならびに出来形、出来ばえの現地確認を実施

している。 
 （成績評定） 
  工事検査の結果をもとに、主任監督員（工事担当者）、総括監督員（担当課長等）及び検査員

にて評定を行っている。成績評定採点表様式については、平成 20 年度より県様式との統一を図

っている。また、評定の均等化を図るために、研修会の開催等をおこなっている。 
 
【税務課】 
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《指定事項①》 
  法人市民税 eLTAX の申請利用状況（申請件数等）について 
《現状及び今後の方針》 
  平成 21 年 3 月 23 日から eLTAX の運用を開始し、8 月 31 日現在利用件数は、法人市民税申

告書 243 件の利用がありました。また、給与支払報告書、固定資産税（償却資産）申告書は、

提出期限が 1 月 31 日ですので、現在のところありません。利用の周知としましては、法人市民

税の申告書等の送付時にチラシを同封していきたいと思います。 
《指定事項②》 
  たばこ販売業者組合補助金の指導状況について（適切な指導） 
《現状及び今後の方針》 
  平成 20 年度笛吹市たばこ販売業者組合決算書販売促進事業費につきましては、決算額

241,172 円を甲府たばこ販売組合（上部団体）への分担金に支出、1,783,840 円はライター購入

費用に支出しています。昨年ご指導をいただいた一括購入・ロゴの統一につきましては、役員

さんと協議する中で組合員一人当たりライター200 個一律配布をいたしましたが、ロゴの統一

は地域性が強いため今後も指導を行います。 
 
【収税課】 
《指定事項①》 
  市税等の収納対策及びコンビニ収納、インターネット公売等の状況（件数、売上等）につい

て 
《現状及び今後の方針》 
  （市税等の収納対策） 
  平成 20 年度決算で市税徴収率 77.8%と依然低い状況にある。その要因の一つとして高額滞納

（300 万円以上）案件の処理がなかなか進まないことがあげられる。本年度は、この高額滞納

案件を全て山梨県地方税滞納整理推進機構に引き継ぎ、派遣職員を 1 名増員し 2 名とし、より

積極的に処理を進める。 
  （コンビニ収納） 
  収税課が提出した資料に基づき説明を受けた。コンビニ収納については、着々と収納件数が

増えてきている。 
  （インターネット公売） 
  インターネット公売については、昨年から導入・実施している。昨年度は動産 35 件の公売を

実施し、60 万円を税に充当している。本年度も既に 2 回実施、4 件の動産を公売し、約 13 万

円を税に充当した。また、8 月には山梨市と初めて不動産合同公売を実施し、差押不動産 1 件

を 131 万円で公売している。今後も捜索による動産の差押えを行い、動産及び不動産の公売・

換価を積極的に実施する方針である。 


